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広島市告示第３２５号

令和５年８月１日

　開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和４３

年法律第１００号）第３６条第３項の規定により次のとおり公告

します。

広島市長　　松　井　一　實

１　開発区域又は工区に含まれる地域の名称

広島市安佐北区亀山三丁目の１３３６番１の一部、１３３８

番１及び２３３７番１の一部

２　開発面積

２，３４６．１１㎡

３　許可を受けた者の住所及び氏名

東京都葛飾区立石八丁目１４番１８号サンプラス立石３０１

増田　伸也

愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字南東川２１８番地パークサイ

ド高雄２０３号

増田　翔平

４　検査済証交付年月日

令和５年８月１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３２６号

令和５年８月１日

　災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第４９条の４第

１項に基づき指定緊急避難場所を指定したので、同条第３項の規

定に基づき下記のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

記

名称 所在地 適応災害

口田児童館 安佐北区口田南二丁目
７－３

土砂災害、洪水、
高潮

飯室児童館 安佐北区安佐町大字飯
室１５４４－１

土砂災害、洪水
（２階以上）、高
潮

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３２７号

令和５年８月１日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条第１項及び

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留

邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律

第３０号）第１４条第４項の規定により、医療扶助のための施術

者として次に掲げる者を指定したので、生活保護法第５５条の３

第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次に掲げる者　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３２８号

令和５年８月１日

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項及び第

５３条第１項に規定する指定居宅サービス事業者及び指定介護予

防サービス事業者として次に掲げる者を指定したので、同法第７

８条第１号及び第１１５条の１０第１号の規定により告示しま

す。

　指定年月日　令和５年８月１日

広島市長　　松　井　一　實

事業者 事業所
サービスの種類

名称 名称 所在地

合同会社安佐
ヘルパーステ
ーションあさ
がお

広島市南区出
汐一丁目１番
５号中島ビル
２０３号室

訪問介護

株式会社Ｔ－
ａｓ

訪問介護事業
所あす

広島市南区宇
品御幸二丁目
１番２０号

訪問介護

株式会社猫の
月

ヘルパーステ
ーションそら

広島市西区草
津新町二丁目
１９番１９号
草津タウンハ
ウス２０２号

訪問介護

株式会社Ｎｉ
ｊｉ

えん訪問看護
ステーション
広島

広島市中区西
十日市町３番
３０号Ｄｏ－
Ｃｕｌｔｕｒ
ｅ５０２号

訪問看護及び介
護予防訪問看護

株式会社ＮＥ
ＷＳ

ニュース訪問
看護ステーシ
ョン

広島市中区吉
島西一丁目７
番２号

訪問看護及び介
護予防訪問看護

株式会社Ｃｌ
ａｉｒ

訪問看護ステ
ーションこあ
ら

広島市安佐南
区上安二丁目
９番３号松岡
第一ビル２０
３号

訪問看護及び介
護予防訪問看護

有限会社オフ
ィスタカキ

さくらケアー
ズ訪問看護事
業所

広島市佐伯区
城山二丁目１
２番地１１

訪問看護及び介
護予防訪問看護

社会福祉法人
三篠会

介護老人保健
施設ひうな荘

広島市南区日
宇那町３０番
１号

訪問リハビリテ
ーション及び介
護予防訪問リハ
ビリテーション

シューペルブ
リアン株式会
社

ショートステ
イそわか可部
東

広島市安佐北
区可部東五丁
目９番１５号

短期入所生活介
護及び介護予防
短期入所生活介
護

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３２９号

令和５年８月１日

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の４５の３

第１項に規定する指定事業者として次に掲げる者を指定したの

で、広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関

する要綱第７条第１項の規定により告示します。

　指定年月日　令和５年８月１日

告 示



広　　島　　市　　報―４―　第１１２０号 令和５年１０月２日

０４－Ａ号室

八丁堀かわむ
ら歯科

広島市中区八丁
堀１１－１８坪
井ビル２Ｆ

令和５年７月
１日

令和１１年６
月３０日

訪問看護ステ
ーションコド
モワ

広島市東区牛田
新町一丁目７－
２３－３０１

令和５年７月
１日

令和１１年６
月３０日

ウォンツ宇品
東６丁目薬局

広島市南区宇品
東六丁目２－４
６　１Ｆ

令和５年８月
１日

令和１１年７
月３１日

ワイズデンタ
ルクリニック

広島市安佐南区
緑井二丁目２８
－２８

令和５年６月
１日

令和１１年５
月３１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３３２号

令和５年８月２日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２及び中

国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦

人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第

３０号）第１４条第４項の規定により、次に掲げる指定医療機関

から変更の届出があったので、生活保護法第５５条の３第２号の

規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次に掲げる指定医療機関　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３３３号

令和５年８月３日

　土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）第３９条第１項

の規定により、広島市大塚中央土地区画整理組合の事業計画の変

更を認可したので、同条第４項の規定により次のとおり公告しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

１　組合の名称

広島市大塚中央土地区画整理組合

２　事務所の所在地

広島市安佐南区大塚西一丁目１４番２３号

３　設立認可年月日

令和３年５月２０日

４　事業施行期間

令和３年５月２０日から令和６年３月３１日まで

５　変更認可の年月日

令和５年８月３日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３３４号

令和５年８月１４日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５１条第１項及び

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留

邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律

第３０号）第１４条第４項の規定により、次に掲げる指定医療機

広島市長　　松　井　一　實

事業者 事業所
サービスの種類

名称 名称 所在地

株式会社Ｔ－
ａｓ

訪問介護事業
所あす

広島市南区宇
品御幸二丁目
１番２０号

訪問介護サービ
ス、生活援助特
化型訪問サービ
ス

株式会社猫の
月

ヘルパーステ
ーションそら

広島市西区草
津新町二丁目
１９番１９号
草津タウンハ
ウス２０２号

訪問介護サービ
ス

株式会社ヴェ
リタス

ヴェリタス訪
問介護サービ
ス

広島県廿日市
市大野３４０
６番地１７

訪問介護サービ
ス、生活援助特
化型訪問サービ
ス

株式会社シー
ズンモチベー
ション

デイサービス
季楽・リハ八
幡

広島市佐伯区
八幡東三丁目
２５番１４－
１号

１日型デイサー
ビス

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３３０号

令和５年８月１日

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４２条の２第１項に

規定する指定地域密着型サービス事業者として次に掲げる者を指

定したので、同法第７８条の１１第１号の規定により告示しま

す。

　指定年月日　令和５年８月１日

広島市長　　松　井　一　實

事業者 事業所
サービスの種類

名称 名称 所在地

株式会社シー
ズンモチベー
ション

デイサービス
季楽・リハ八
幡

広島市佐伯区
八幡東三丁目
２５番１４－
１号

地域密着型通所
介護

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３３１号

令和５年８月２日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０

号）第１４条第４項の規定により、医療扶助のための医療を担当

する機関として、次に掲げる機関を指定したので、生活保護法第

５５条の３第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

名称 所在地 指定年月日 指定有効期限

あおばクリニ
ック広島院

広島市中区紙屋
町一丁目２－２
２広島トランヴ
ェールビルディ
ングＢ１ＦＢ１

令和５年７月
１日

令和１１年６
月３０日
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関から指定辞退の届出があったので、生活保護法第５５条の３第

３号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次に掲げる指定医療機関　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３３５号

令和５年８月１４日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２及び中

国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦

人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第

３０号）第１４条第４項の規定により、次に掲げる指定医療機関

から変更の届出があったので、生活保護法第５５条の３第２号の

規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次に掲げる指定医療機関　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３３６号

令和５年８月１４日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条第２項にお

いて準用する同法第５０条の２及び中国残留邦人等の円滑な帰国

の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立

の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の

規定により、医療扶助のための施術者から変更の届出があったの

で、生活保護法第５５条の３第２号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

医療扶助のための施術者　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３３７号

令和５年８月１５日

　広島市名誉市民条例（昭和３７年広島市条例第１７号）第８条

の定めるところにより、広島市特別名誉市民として次の者を顕彰

しました。

広島市長　　松　井　一　實

氏名　　　　ベリット・オーナイ

現住所　　　ドイツ連邦共和国ハノーバー市

功績概要　　別紙のとおり。

別　紙

功績概要

　ベリット・オーナイ氏は、令和元年（２０１９年）１１月にハ

ノーバー市長に就任されて以来、広島市との姉妹都市交流に深い

理解を示され、行政及び市民レベルでの多様な交流の推進に多大

な貢献をされています。

　ハノーバー市と広島市の交流は、昭和４３年（１９６８年）、

日独青少年交換事業で広島市の大学生２名がハノーバー市を訪問

したことをきっかけとして青少年の相互訪問が始まり、民間と行

政の交流を通じて両市の友好関係が培われ、昭和５８年（１９８

３年）５月に姉妹都市提携に至りました。氏は、長年にわたる交

流の蓄積を踏まえつつ、両市の友好関係を発展させるため、平和

推進、青少年育成、文化など、幅広い範囲にわたる交流の推進

に、優れた行動力とリーダーシップを発揮しておられます。

　氏は、本市と同じように第二次世界大戦において大きな被害を

受けた都市の市長として、核兵器廃絶と世界恒久平和の実現に熱

意を持って取り組んでおられます。具体的には、平和市長会議の

副会長都市及びリーダー都市として、国内の加盟都市の市庁舎に

平和首長会議の旗を一斉に掲揚する「フラッグデー」等、平和推

進の取組を積極的に実施されるとともに、ドイツの加盟都市の拡

大を推進され、その結果、これまでの在任期間中に１８０都市以

上が新たに平和首長会議に加盟されました。また、広島市の平和

記念式典に合わせ、毎年８月６日にハノーバー市にあるエギー

ディエン大聖堂において、ハノーバー市主催のヒロシマ平和式典

を開催されています。

　氏は、令和４年（２０２２年）の「ハノーバーの日」記念イベ

ントを祝して、本市市民に向けた映像メッセージに自ら登場して

発信されたことを始め、姉妹都市提携４０周年に当たる本年に、

両市の友好関係を深めるとともに、民間レベルでの経済交流や文

化交流を一層推進するため、この度、経済交流団と市民交流団を

率いて本市を訪問されるなど、本市市民がハノーバー市に親しみ

を感じ、両市の姉妹都市交流が促進されるよう積極的に取り組ん

でおられます。

　氏は、本年（２０２３年）５月に、ハノーバー市において「青

少年国際平和未来会議」をホスト都市として主催し、姉妹・友好

都市等７都市の青少年を受け入れ、青少年が互いに世界平和につ

いて考え、意見を交換する充実したプログラムを提供されまし

た。このプログラムを通して、参加者の相互理解を深め、核兵器

の廃絶と世界恒久平和の実現を願う心を伝え、世界平和への意識

の高揚とともに、青少年交流の促進に努められています。

　以上のように、氏は、姉妹都市の市長として、両市の交流に積

極的に取り組まれ、両市の友好・親善関係の一層の発展等に貢献

されました。その功績は誠に顕著であります。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３３８号

令和５年８月１８日

　以下の者について、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第

６５号）第３０条の１１第１項の確認をしましたので、同法第５

８条の１１第１号の規定により公示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　子ども・子育て支援施設等の種類

　児童福祉法第５９条の２第１項に規定する認可外保育施設

（第７条第１０項第４号関係）

２　特定子ども・子育て支援提供者の名称、提供する施設又は事

業所の名称及び所在地

別紙のとおり

３　確認年月日
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区名 町名 名称
東区 福田六丁目の一部

位置：�広島市西区扇一
丁目１番１号

名称：�広島市西部水資
源再生センター

西区 山手町及び草津梅が台の各
一部

安佐南区 川内五丁目及び長束三丁目
の各一部

安佐北区 小河原町の一部

佐伯区
湯来町大字伏谷、五日市町
大字石内、八幡四丁目及び
三宅五丁目の各一部

安芸区 上瀬野南一丁目及び矢野西
六丁目の各一部

位置：�広島市南区向洋
沖町１番１号

名称：�太田川流域下水
道東部浄化セン
ター

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３４１号

令和５年８月２２日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条又は第１１条の規定に基づき保管してい

る自転車等について、所有権を取得したので告示します。

　なお、関係台帳は、広島市道路交通局自転車都市づくり推進課

において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３４３号

令和５年８月２５日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２及び中

国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦

人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第

３０号）第１４条第４項の規定により、次に掲げる指定医療機関

から廃止の届出があったので、生活保護法第５５条の３第２号の

規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次に掲げる指定医療機関　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３４４号

令和５年８月２９日

　広島市市営駐車場条例（昭和４５年広島市条例第１３号）第６

条の規定に基づき、路上駐車場の休止を次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　休止する駐車場及び期間

駐車場名 区画数 休止する期間

広島市市営東観音
町第一駐車場 １８区画 令和５年９月２５日（月）午前

零時から同年１２月６日（水）
午後５時まで広島市市営東観音

町第二駐車場 １８区画

２　休止する理由

令和５年６月１日

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３３９号

令和５年８月１８日

　公共下水道の供用を次のとおり開始するので、下水道法（昭和

３３年法律第７９号）第９条第１項の規定により告示します。

　なお、関係図面は、下水道局施設部計画調整課において縦覧に

供します。

広島市長　　松　井　一　實

１　供用を開始する年月日

令和５年８月２０日

２　下水を排除する区域及び排水施設の方式

別紙のとおり。

３　供用を開始する排水施設の位置

　下水道局施設部計画調整課において縦覧に供する関係図面の

とおり。

（別　紙）

区分
下水を排除する区域 排水施設

の方式区名 町名

汚水を排除

東区 福田六丁目の一部

分流

西区 山手町及び草津梅が台の各
一部

安佐南区 川内五丁目及び長束三丁目
の各一部

安佐北区 小河原町の一部

安芸区 上瀬野南一丁目及び矢野西
六丁目の各一部

佐伯区
湯来町大字伏谷、五日市町
大字石内、八幡四丁目及び
三宅五丁目の各一部

雨水を排除 西区 古江西町の一部

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３４０号

令和５年８月１８日

　公共下水道及び流域下水道の終末処理場による下水の処理を、

次のとおり開始するので、下水道法（昭和３３年法律第７９号）

第９条第２項において準用する同条第１項の規定により告示しま

す。

　なお、関係図面は、下水道局施設部計画調整課において縦覧に

供します。

広島市長　　松　井　一　實

１　下水の処理を開始する年月日

令和５年８月２０日

２　下水を処理する区域並びに終末処理場の位置及び名称

別紙のとおり。

（別　紙）

下水を処理する区域 終末処理場の位置及び
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示します。

広島市長　　松　井　一　實

次に掲げる者　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３５０号

令和５年８月３１日

　広島農業振興地域整備計画を変更したので、農業振興地域の整

備に関する法律（昭和４４年法律第５８号）第１３条第４項にお

いて準用する同法第１２条第１項の規定により公告します。

　なお、変更後の広島農業振興地域整備計画書又はその写しは、

広島市経済観光局農林水産部農政課、安佐南区役所農林建設部農

林課、安佐北区役所農林建設部農林課、安芸区役所農林建設部農

林課及び佐伯区役所農林建設部農林課において、下記のとおり一

般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

記

縦覧日及び縦覧時間

　広島市の休日を定める条例（平成３年広島市条例第４９号）第

１条第１項に規定する休日を除き毎日午前８時３０分から午後５

時１５分まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第６８号

令 和 ５ 年 ８ 月 ２ 日

　本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車

等については、７月２８日に広島市西部自転車等保管所へ移動さ

せたので告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第６９号

令 和 ５ 年 ８ 月 ２ 日

　本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車

等については、７月３１日に広島市西部自転車等保管所へ移動さ

せたので告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第７０号

令 和 ５ 年 ８ 月 ２ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

当該施設の機器改修工事のため。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３４５号

令和５年８月２９日

　広島市市営駐車場条例（昭和４５年広島市条例第１３号）第６

条の規定に基づき、広島市市営富士見町第六駐車場の休止を定め

た令和５年６月６日付け広島市告示第２６５号を次のとおり改正

します。

広島市長　　松　井　一　實

　表広島市市営富士見町第六駐車場の項中「同年９月２９日

（金）午後５時まで」を「同年１２月２８日（木）午後５時ま

で」に改める。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３４６号

令和５年８月３１日

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条第２項及び第

１１５条の５第２項の規定により、次に掲げる者から指定居宅

サービス事業及び指定介護予防サービス事業の廃止の届出があっ

たので、同法第７８条第２号及び１１５条の１０第２号の規定に

より告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次に掲げる者　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３４７号

令和５年８月３１日

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８２条第２項の規定

により、次に掲げる者から指定居宅介護支援事業の廃止の届出が

あったので、同法第８５条第２号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次に掲げる者　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３４８号

令和５年８月３１日

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条の５第２項の

規定により、次に掲げる者から指定地域密着型サービス事業の廃

止の届出があったので、同法第７８条の１１第２号の規定により

告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次に掲げる者　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３４９号

令和５年８月３１日

　広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関す

る要綱第６条第５項の規定により、次に掲げる者から指定事業者

の廃止の届出があったので、同要綱第７条第１項の規定により告
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自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管した

ので、同条例第１２条の規定により次のとおり告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第７１号

令 和 ５ 年 ８ 月 ９ 日

　本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車

等については、８月４日に広島市西部自転車等保管所へ移動させ

たので告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第７２号

令 和 ５ 年 ８ 月 ９ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管した

ので、同条例第１２条の規定により次のとおり告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第７３号

令 和 ５ 年 ８ 月 １ ８ 日

　本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車

等については、８月１２日に広島市西部自転車等保管所へ移動さ

せたので告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第７４号

令 和 ５ 年 ８ 月 １ ８ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管した

ので、同条例第１２条の規定により次のとおり告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第７５号

令 和 ５ 年 ８ 月 ２ ５ 日

　本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車

等については、８月２１日に広島市西部自転車等保管所へ移動さ

せたので告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第７６号

令 和 ５ 年 ８ 月 ２ ５ 日

　本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車

等については、８月２３日に広島市西部自転車等保管所へ移動さ

せたので告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第７７号

令 和 ５ 年 ８ 月 ２ ５ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管した

ので、同条例第１２条の規定により次のとおり告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（東区）第５９号

令 和 ５ 年 ８ 月 ３ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車を撤去し、広

島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第１２条

第１項の規定により次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
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〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第９６号

令 和 ５ 年 ８ 月 ４ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第９７号

令 和 ５ 年 ８ 月 ４ 日

　広島駅南口第三Ａ駐輪場及び広島駅南口第一駐輪場に、長期間

駐車されていた下記の自転車等については、令和５年８月３日に

広島市西部自転車等保管所へ移動したので、告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第９８号

令 和 ５ 年 ８ 月 ９ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第９９号

令 和 ５ 年 ８ 月 ９ 日

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項

の規定に基づき、平成７年５月２３日付けで、不動産又は不動産

に関する権利等を保有する団体として認可した元宇品町内会（代

表者　門　隆興）について、次のとおり解散しましたので、同条

第１０項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１ 名称 元宇品町内会
２ 区域 広島市南区元宇品町の全域
３ 主たる事務所 広島市南区元宇品町１３番１８号

４ 清算人の氏名
及び住所

門　隆興
広島市南区元宇品町５番１７号

５ 解散事由 総会の決議
６ 解散年月日 令和５年６月２４日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１００号

令 和 ５ 年 ８ 月 １ ８ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し、

広島市告示（東区）第６０号

令 和 ５ 年 ８ 月 ７ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車を撤去し、広

島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第１２条

第１項の規定により次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（東区）第６１号

令 和 ５ 年 ８ 月 １ ８ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車を撤去し、広

島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第１２条

第１項の規定により次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（東区）第６２号

令 和 ５ 年 ８ 月 １ ８ 日

　天神川駅北口第一自転車等駐車場、戸坂千足自転車等駐車場、

戸坂千足下自転車等駐車場、及び矢賀駅自転車等駐車場に長期間

駐車されていた下記自転車については、令和５年８月１７日に広

島市西部自転車等保管所へ移動したので、告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（東区）第６３号

令 和 ５ 年 ８ 月 ２ ２ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車を撤去し、広

島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第１２条

第１項の規定により次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第９５号

令 和 ５ 年 ８ 月 ３ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實
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〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１０６号

令 和 ５ 年 ８ 月 ３ １ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第７２号

令 和 ５ 年 ８ 月 １ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

別表　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第７３号

令 和 ５ 年 ８ 月 ２ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

別表　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第７４号

令 和 ５ 年 ８ 月 ２ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

別表　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第７５号

令 和 ５ 年 ８ 月 ９ 日

　道路の区域を次のように変更するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和５年８月９日から同年８月２３日まで広

島市西区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類 路線名 変更区間 旧新

別 敷地の幅員 敷地の延長

保管したので、同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１０１号

令 和 ５ 年 ８ 月 ２ １ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１０２号

令 和 ５ 年 ８ 月 ２ １ 日

　広島駅南口第二駐輪場及び広島駅南口第三Ａ駐輪場に、長期間

駐車されていた下記の自転車等については、令和５年８月１８日

に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１０３号

令 和 ５ 年 ８ 月 ２ ４ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１０４号

令 和 ５ 年 ８ 月 ２ ４ 日

　青崎一丁目駐輪場に、長期間駐車されていた下記の自転車等に

ついては、令和５年８月２３日に広島市西部自転車等保管所へ移

動したので、告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１０５号

令 和 ５ 年 ８ 月 ２ ５ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實
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広島市長　　松　井　一　實

別表　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第８０号

令 和 ５ 年 ８ 月 ２ ９ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

別表　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第８１号

令 和 ５ 年 ８ 月 ２ ９ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

別表　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第７７号

令 和 ５ 年 ８ 月 １ 日

　道路の区域を次のように変更するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和５年８月１日から同月１５日まで広島市

安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類 路線名 変更区間 新旧

別
幅員
（ｍ）

延長
（ｍ）

県　道

主要地
方道広
島豊平
線

安佐南区伴北六丁目
６５０４番地１地先
から
安佐南区伴北六丁目
４０３９番地１地先
まで

旧
7.30
～
12.20

465.00

新
13.50
～
42.40

382.70

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第７８号

令 和 ５ 年 ８ 月 １ 日

　道路の供用を次のように開始するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和５年８月１日から同月１５日まで広島市

安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

道路の 路線名 供用開始区間 供用開始の期日

市道
西２区
１７１
号線

西区観音新
町一丁目２
番地４地先
から
西区観音新
町一丁目１
番地１４地
先まで

旧

メートル
5.3
～
6.1

メートル

61.0

新

メートル
7.4
～
8.0

メートル

61.0

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第７６号

令 和 ５ 年 ８ 月 ９ 日

　道路の供用を次のように開始するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和５年８月９日から同年８月２３日まで広

島市西区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類 路線名 供用開始区間 供用開始の期日

市道
西２区
１７１
号線

西区観音新町一丁目２番地
４地先から
西区観音新町一丁目１番地
１４地先まで

令和５年８月９
日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第７７号

令 和 ５ 年 ８ 月 １ ６ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

別表　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第７８号

令 和 ５ 年 ８ 月 １ ８ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

別表　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第７９号

令 和 ５ 年 ８ 月 ２ ３ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定

により告示します。



広　　島　　市　　報―１２―　第１１２０号 令和５年１０月２日

広島市長　　松　井　一　實

１　指定番号　　　第４号

２　指定年月日　　令和５年８月１６日

３　道路の位置　　広島市安佐南区川内四丁目２７４番１

４　幅員及び延長　幅員　４．００ｍ

　　　　　　　　　延長　３１．６５ｍ

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第８３号

令 和 ５ 年 ８ 月 ２ ５ 日

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項

の規定に基づき、平成５年１２月１０日付けで不動産又は不動産

に関する権利等を保有する団体として認可した葵之荘団地町内会

（旧代表者　亀田　隆敬）について、次のとおり告示事項を変更

しました。

広島市長　　松　井　一　實

変更があった事項及びその内容

代表者の氏名及び住所

　氏　名　　山口　洋一

　住　所　　広島市安佐南区長楽寺一丁目４４番７号

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第８４号

令 和 ５ 年 ８ 月 ２ ８ 日

　都市公園法（昭和３１年法律第７９号）第２条の２の規定に基

づき、都市公園を次のとおり設置します。

　その関係図書は、令和５年９月１１日まで広島市安佐南区役所

農林建設部維持管理課において縦覧します。

広島市長　　松　井　一　實

記

名称 所在地 供用開始の期日 区域

八木第六公園
広島市安佐南区八
木三丁目５９８０
番１ほか６筆

令和５年９月１
日

別図の
とおり

別図　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第８５号

令 和 ５ 年 ８ 月 ２ ９ 日

　長期間駐車されていた自転車等については、令和５年８月２８

日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第８６号

令 和 ５ 年 ８ 月 ３ １ 日

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第四

種類

県　道

主要地
方道広
島豊平
線

安佐南区伴北六丁目６５０
４番地１地先から
安佐南区伴北六丁目４０３
９番地１地先まで

令和５年８月１
日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第７９号

令 和 ５ 年 ８ 月 １ 日

　長期間駐車されていた自転車等については、令和５年７月２７

日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第８０号

令 和 ５ 年 ８ 月 ４ 日

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第４

号に規定する道路を変更しました。

　この関係図書は、広島市安佐南区役所農林建設部建築課におい

て一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

１　指定番号　　第１号

２　指定年月日　令和５年８月４日

３　路線名　　　都市計画道路３・３・７０２号　長束八木線

４　道路の位置　起点：�広島市安佐南区八木三丁目５８７４－１

地先

　　　　　　　　終点：�広島市安佐南区八木三丁目５８５６－１

地先

５　道路延長　　１２０．０メートル

６　道路幅員　　本線　９．７０～２２．２６メートル

　　　　　　　　側道　５．２０～６．１８メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第８１号

令 和 ５ 年 ８ 月 １ ５ 日

　長期間駐車されていた自転車等については、令和５年８月１４

日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第８２号

令 和 ５ 年 ８ 月 １ ６ 日

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のように廃止しました。

　この関係図書は、広島市安佐南区役所農林建設部建築課におい

て一般の縦覧に供します。



広　　島　　市　　報 第１１２０号　―１３―令和５年１０月２日

⑴　市税及び県民税並びに過料並びにこれらに係る督促手数

料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び

滞納処分による収納金の収納

⑵　国民健康保険料並びにこれに係る督促手数料及び延滞金の

収納

⑶　国民健康保険未収納一部負担金の収納

⑷　国民健康保険療養給付費及び療養費の誤払過渡返還金及び

納付金の収納

⑸　介護保険料及びこれに係る延滞金の収納

⑹　介護保険の介護給付費及び予防給付費の誤払過渡返還金及

び納付金の収納

⑺　後期高齢者医療保険料及びこれに係る延滞金の収納

⑻　児童福祉施設徴収金及び道路占用料並びにこれらに係る督

促手数料及び延滞金の収納

⑼　市営住宅使用料並びにこれに係る督促手数料及び延滞金の

収納

⑽　幼稚園授業料の収納

⑾　広島市証明等手数料条例第２条に規定する手数料（出張所

の所掌事務に係るものに限る。）の収納

⑿　下水道敷占用料並びにこれに係る督促手数料及び延滞金の

収納

⒀　下水道事業受益者負担金並びにこれに係る督促手数料及び

延滞金の収納

⒁　下水道事業受益者負担金に係る納期前納付報奨金の繰替払

⒂　下水道事業分担金及びこれに係る延滞金の収納

⒃　下水道事業分担金に係る納期前納付報奨金の繰替払

４　解除年月日

令和５年７月３１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第７５号

令 和 ５ 年 ８ 月 １ ７ 日

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

　この関係図書は、広島市安佐北区役所農林建設部建築課におい

て一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定番号　　　第５号

２　指定年月日　　令和５年８月１７日

３　道路の位置　　�広島市安佐北区亀山南三丁目７７９番１の一

部、７９２番１の一部、７９３番１の一部及

び７７９番１地先里道

４　幅員及び延長　幅員　４．２０メートル

　　　　　　　　　延長　３３．３９メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第７６号

令 和 ５ 年 ８ 月 １ ８ 日

　次のとおり住居表示実施区域内の街区の区域の変更を行いま

す。

号に規定する道路として指定しました。

　この関係図書は、広島市安佐南区役所農林建設部建築課におい

て一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

１　指定番号　　第２号

２　指定年月日　令和５年８月３１日

３　路線名　　　都市計画道路３・３・７０２号　長束八木線

４　道路の位置　起点：�広島市安佐南区緑井七丁目２０７１－３

地先

　　　　　　　　終点：�広島市安佐南区緑井七丁目２０４８－８

地先

５　道路延長　　４１．０メートル

６　道路幅員　　１６．０メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第７２号

令 和 ５ 年 ８ 月 １ 日

　安佐北区の無料駐輪場内に、長期間駐車されていた別紙の自転

車等については、令和５年７月２６日に広島市西部自転車等保管

所へ移動したので告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第７３号

令 和 ５ 年 ８ 月 １ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により、令和５年７月２６

日に別紙のとおり自転車等を撤去し、保管したので、同条例第１

２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第７４号

令 和 ５ 年 ８ 月 ８ 日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１７４条の４

４第４項の規定に基づき、安佐北区役所安佐出張所区出納員の事

務の一部委任を次のとおり解除させたので、同項後段の規定によ

り告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　区分任出納員設置個所

安佐北区安佐出張所

２　区分任出納員

主　事　　正国　顕寿

３　委任を解除する事務



広　　島　　市　　報―１４―　第１１２０号 令和５年１０月２日

広島市長　　松　井　一　實　

１　変更する区域

安佐北区可部東五丁目の街区の一部

２　変更の内容（別図参照）

　１番街区から１２番街区の一部を統合・廃止し、２番街区、

６番街区、９番街区を設定する。

３　変更年月日

令和５年８月１８日



広　　島　　市　　報 第１１２０号　―１５―令和５年１０月２日



広　　島　　市　　報―１６―　第１１２０号 令和５年１０月２日

住所 丁目２番２７号 丁目２６番１８号

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第８０号

令 和 ５ 年 ８ 月 ３ １ 日

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物を指定します。

　その関係図面は、令和５年８月３１日から同年９月１４日ま

で、広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦

覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

区分 路線名等 所在（起点及び終点）

里道 安佐北３区４４９
９号里道

亀山八丁目５番７地先から
同所５番７地先まで

里道 安佐北３区４４９
９号里道

亀山八丁目５番６地先から
同所８番４地先まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第６４号

令 和 ５ 年 ８ 月 ２ 日

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止しま

す。

　その関係図面は、令和５年８月２日から同月１６日まで、広島

市安芸区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

区分 路線名等 所在（起点及び終点）

里道 安芸２区３１１号
里道の一部

広島市安芸区阿戸町２６５１番１
地先から
広島市安芸区阿戸町２６４９番１
地先まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第６５号

令 和 ５ 年 ８ 月 １ ８ 日

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のとおり廃止しました。

　この関係図書は、広島市安芸区役所農林建設部建築課において

一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

１　廃止番号　　　第５号

２　廃止年月日　　令和５年８月１８日

３　道路の位置　　�広島市安芸区船越六丁目１３６４番６の一

部、１３６４番７の一部、１３６５番７の一

部

４　幅員　　　　　４．００メートル

５　延長　　　　　６５．２０メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第６６号

令 和 ５ 年 ８ 月 １ ８ 日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第７７号

令 和 ５ 年 ８ 月 ２ ３ 日

　道路の区域を次のように変更するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和５年８月２３日から同年９月６日まで安

佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類 路線名 変更区間 旧新

別

敷地の
幅員
（ｍ）

敷地の
延長
（ｍ）

主　要
地方道

広島中
島線

安佐北区小河原町字
片山１０７１番地３
地先から
安佐北区小河原町字
片山１０６６番地７
地先まで

旧
7.91
～
8.05

4.09

新
7.91
～
13.10

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第７８号

令 和 ５ 年 ８ 月 ２ ３ 日

　道路の供用を次のように開始するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和５年８月２３日から同年９月６日まで安

佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類 路線名 供用開始区間 供用開始の期日

主　要
地方道

広島中
島線

安佐北区小河原町字片山１
０７１番地３地先から
安佐北区小河原町字片山１
０６６番地７地先まで

令和５年８月２
３日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第７９号

令 和 ５ 年 ８ 月 ２ ５ 日

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項

の規定に基づき、平成１１年３月４日付けで、不動産又は不動産

に関する権利等を保有する団体として認可したふじランド町内会

（代表者　稲葉　淳子）について、次のとおり告示事項を変更し

ました。

広島市長　　松　井　一　實

１　変更があった事項

事務所並びに代表者の氏名及び住所

２　変更の内容

旧 新

事務所 広島市安佐北区口田南四
丁目２番２７号

広島市安佐北区口田南四
丁目２６番１８号

代表者の
氏名及び

稲葉　淳子
広島市安佐北区口田南四

中村　敏行
広島市安佐北区口田南四
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広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第７２号

令 和 ５ 年 ８ 月 １ ８ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第７３号

令 和 ５ 年 ８ 月 ２ ４ 日

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

　この関係図書は、広島市安芸区役所農林建設部建築課において

一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

１　指定番号　　　第６号

２　指定年月日　　令和５年８月２４日

３　道路の位置　　�広島市安芸区矢野東六丁目の１８２２番の一

部及び１８２２番地先里道

４　幅員　　　　　４．００メートル

５　延長　　　　　３７．４６メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第７４号

令 和 ５ 年 ８ 月 ３ ０ 日

　道路の区域を次のように変更するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和５年８月３０日から同年９月１３日まで

広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類 路線名 変更区間 旧新

別 敷地の幅員 敷地の延長

市道
安芸１
区２２
６号線

安芸区瀬野
南町字大藤
１５６番地
１地先から
安芸区瀬野
南町字大藤
１５７番地
１地先まで

旧

メートル
5.90
～
7.50

メートル

16.50

新

メートル
16.90
～
24.70

メートル

16.50

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第７５号

令 和 ５ 年 ８ 月 ３ ０ 日

　道路の供用を次のように開始するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第６７号

令 和 ５ 年 ８ 月 １ ８ 日

　本市が管理する駐輪場内に、長期間放置されていた自転車等

は、広島市西部自転車等保管所へ移動したので次のとおり告示し

ます。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第６８号

令 和 ５ 年 ８ 月 １ ８ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第６９号

令 和 ５ 年 ８ 月 １ ８ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第７０号

令 和 ５ 年 ８ 月 １ ８ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定により

告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第７１号

令 和 ５ 年 ８ 月 １ ８ 日

　本市が管理する駐輪場内に、長期間放置されていた自転車等

は、広島市西部自転車等保管所へ移動したので次のとおり告示し

ます。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。
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広島市告示（佐伯区）第８６号

令 和 ５ 年 ８ 月 １ ４ 日

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止しま

す。

　その関係図書は、令和５年８月１４日から同月２８日まで、広

島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供し

ます。

広島市長　　松　井　一　實

区分 路線名等 所在（起点及び終点）

里道 佐伯１区８９２号
里道

佐伯区五日市町大字上河内４４８
番２地先から同所４４８番２地先
まで

水路 Ｋ３－Ｈ－２９－
１９－１３号水路

佐伯区五日市町大字上河内４４８
番２地先から同所４４８番２地先
まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第８７号

令 和 ５ 年 ８ 月 １ ４ 日

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更しま

す。

　その関係図書は、令和５年８月１４日から同月２８日まで、広

島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供し

ます。

広島市長　　松　井　一　實

区分 新旧
別 路線名等 所在（起点及び終点）

水路 旧
Ｋ３－Ｈ－２
９－１９－１
０号水路

佐伯区五日市町大字上河内４５
２番１地先から同所４５２番２
地先まで

水路 新
Ｋ３－Ｈ－２
９－１９－１
０号水路

佐伯区五日市町大字上河内４４
８番２地先から同所４５２番２
地先まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第８８号

令 和 ５ 年 ８ 月 １ ６ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により別紙自転車等を撤去

し、令和５年８月１５日に広島市西部自転車等保管所へ移動した

ので、同条例１２条の規定により次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第８９号

令 和 ５ 年 ８ 月 ２ １ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により別紙自転車等を撤去

し、令和５年８月１８日に広島市西部自転車等保管所へ移動した

　その関係図面は、令和５年８月３０日から同年９月１３日まで

広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類

路線名
等 供用開始区間 供用開始の期日

市道
安芸１
区２２
６号線

安芸区瀬野南町字大藤１５
６番地１地先から
安芸区瀬野南町字大藤１５
７番地１地先から

令和５年８月３
０日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第８３号

令 和 ５ 年 ８ 月 ３ 日

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

　この関係図書は、広島市佐伯区役所農林建設部建築課において

一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

１　指定番号　　　第４号

２　指定年月日　　令和５年８月３日

３　道路の位置　　�広島市佐伯区五日市町大字上河内字南垣内５

５０番１の一部

４　幅員及び延長　幅員　４．００メートル

　　　　　　　　　延長　６５．４７メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第８４号

令 和 ５ 年 ８ 月 ９ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により別紙自転車等を撤去

し、令和５年８月８日に広島市西部自転車等保管所へ移動したの

で、同条例１２条の規定により次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第８５号

令 和 ５ 年 ８ 月 ９ 日

　広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島五日市駅南口自転

車等駐車場内に、長期間駐車されていた別紙自転車等について

は、令和５年８月８日に広島市西部自転車等保管所へ移動したの

で告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
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別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第９４号

令 和 ５ 年 ８ 月 ２ ８ 日

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止しま

す。

　その関係図書は、令和５年８月２８日から同年９月１１日ま

で、広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧

に供します。

広島市長　　松　井　一　實

区分 路線名等 所在（起点及び終点）

里道 佐伯３区９１号里
道

佐伯区倉重三丁目３１３番１地先
から
佐伯区倉重三丁目３１４番地先ま
で

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第９５号

令 和 ５ 年 ８ 月 ２ ８ 日

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物を指定します。

　その関係図書は、令和５年８月２８日から同年９月１１日ま

で、広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧

に供します。

広島市長　　松　井　一　實

区分 路線名等 所在（起点及び終点）

里道 佐伯３区６４９号
里道

佐伯区倉重三丁目３２８番１地先
から
佐伯区倉重三丁目３２８番１地先
まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第９６号

令 和 ５ 年 ８ 月 ２ ９ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により別紙自転車等を撤去

し、令和５年８月２９日に広島市西部自転車等保管所へ移動した

ので、同条例１２条の規定により次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

別紙　略

広島市南区告示第４号

令和５年８月２５日

　自動車の臨時運行許可に関する取扱規則（昭和２７年広島市規

則第５１号）第２条第５項の規定により、次の自動車臨時運行許

可番号標は失効しました。

広島市南区長　　西　本　和　弘

ので、同条例１２条の規定により次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第９０号

令 和 ５ 年 ８ 月 ２ １ 日

　広電佐伯区役所前駅駐輪場及び広電楽々園駅駐輪場内に長期間

駐車されていた別紙自転車等については、令和５年８月１８日に

広島市西部自転車等保管所へ移動したので、次のとおり告示しま

す。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第９１号

令 和 ５ 年 ８ 月 ２ ２ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により別紙自転車等を撤去

し、令和５年８月２１日に広島市西部自転車等保管所へ移動した

ので、同条例１２条の規定により次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第９２号

令 和 ５ 年 ８ 月 ２ ２ 日

　広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島五日市駅南口自転

車等駐車場内に、長期間駐車されていた別紙自転車等について

は、令和５年８月２１日に広島市西部自転車等保管所へ移動した

ので告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第９３号

令 和 ５ 年 ８ 月 ２ ４ 日

　広電佐伯区役所前駅駐輪場及び広電楽々園駅駐輪場内に長期間

駐車されていた別紙自転車等については、令和５年８月２３日に

広島市西部自転車等保管所へ移動したので、次のとおり告示しま

す。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實

区 告 示
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（代決報告）

⑸　令和５年度広島市教育委員会事務点検・評価報告書につい

て（議案）

⑹　教職員の人事について（議案）

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市教育委員会告示第１２号

令 和 ５ 年 ８ 月 １ ８ 日

　広島市教育委員会議（臨時会）を次のとおり開催する。

広 島 市 教 育 委 員 会�

教育長　　松　井　勝　憲

１　日　時　令和５年８月２７日（日）　午後２時

２　場　所　中区役所３階第３・第４会議室

３　議　題

【公開予定議題】

⑴　令和６年度から使用する広島市立小学校用教科用図書の採

択について（議案）

⑵　令和６年度から使用する広島市立広島特別支援学校及び広

島市立小・中学校（特別支援学級）用教科用図書の採択につ

いて（議案）

⑶　令和６年度使用広島市立高等学校・中等教育学校（後期課

程）用教科用図書採択について（議案）

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市教育委員会告示第１３号

令 和 ５ 年 ８ 月 ２ １ 日

　広島市こども文化科学館条例（昭和５５年広島市条例第４１

号）第１２条第１項及び広島市こども図書館条例（昭和２８年広

島市条例第１９号）第１０条第１項の規定に基づき、広島市こど

も文化科学館及び広島市こども図書館の合築施設の呼称を定めた

ので、広島市こども文化科学館条例第１２条第２項及び広島市こ

ども図書館条例第１０条第２項の規定により告示します。

広 島 市 教 育 委 員 会�

教育長　　松　井　勝　憲

１　広島市こども文化科学館及び広島市こども図書館の合築施設

の呼称

「５－Ｄａｙｓこども文化科学館・こども図書館」

２　呼称を定める期間

令和５年９月１日から令和８年８月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市教育委員会告示第１４号

令 和 ５ 年 ８ 月 ２ ８ 日

　広島市教育委員会議（定例会）を次のとおり開催する。

広 島 市 教 育 委 員 会�

教育長　　松　井　勝　憲

１　日　時　令和５年９月４日（月）　午後３時

２　場　所　中区役所６階教育委員室

３　議　題

自動車臨時運行許可番号標　　広島　１８－５９

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安佐北区告示第４号

令 和 ５ 年 ８ 月 ２ ４ 日

　下記の者について、住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１

号）第８条及び住民基本台帳法施行令（昭和４２年政令第２９２

号）第１２条第１項の規定により職権で処理をしたので、同条第

４項の規定により公示する。

広島市安佐北区長　　萬ケ原　伸　二

記

氏名 住民票記載の住所 職権処理の内容

新田　晃久 広島市安佐北区可部二丁目１
２番２２号 職権消除

岸高　一希 広島市安佐北区真亀五丁目２
７番４２－４０３号 職権消除

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安芸区告示第３号

令和５年８月１６日

　下記の者について、住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１

号）第８条及び住民基本台帳法施行令（昭和４２年政令第２９２

号）第１２条第１項の規定により職権で処理をしたので、同条第

４項の規定により公示する。

広島市安芸区長　　長　光　信　治

記

氏名 住民票の住所 職権処理の内容
ＮＧＵＹＥＮ�
　ＨＯＡＮＧ�
　ＴＨＡＮＨ

広島市安芸区瀬野町２７５９
番地７１ 職権消除

広島市教育委員会告示第１１号

令 和 ５ 年 ８ 月 １ ８ 日

　広島市教育委員会議（定例会）を次のとおり開催する。

広 島 市 教 育 委 員 会�

教育長　　松　井　勝　憲

１　日　時　令和５年８月２４日（木）　午後１時

２　場　所　中区役所６階教育委員室

３　議　題

【公開予定議題】

⑴　令和６年度広島市立幼稚園の募集定員について（報告）

⑵　新しい広島県公立高等学校入学者選抜制度に係る成果と課

題について（報告）

【非公開予定議題】

⑶　令和６年度広島市立高等学校の入学定員について（報告）

⑷　市長が作成する議会の議案に対する意見の申出について

教育委員会告示
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【公開予定議題】

⑴　広島市立湯来西小学校の廃止について（議案）

【非公開予定議題】

⑵　広島市立学校通学区域審議会委員の任命又は委嘱について

（議案）




